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非開示理由等 所管局部課等

1 R4.3.28 R4.4.4 台東区浅草四丁目１２番先道路に埋没されている防火水槽の図面 5 ●
東京消防庁防災
部水利課

2 R4.3.31 R4.4.5

大森消防署馬込救急隊の救急出場（令和４年１月１９日午前９時５７分覚知）に関
する様式第３５号小隊活動記録票、様式第３６号傷病者記録票（基本情報）、様式
第３６号の２傷病者記録票（観察・救急処置）及び様式第３６号の３傷病者記録票
（医療機関選定）

5 ● ●
（２号）氏名等の情報は、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるも
のであるため

東京消防庁救急
部救急管理課

3 R4.3.30 R4.4.5
　東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警
防部長依命通達）別記様式第３５号消防活動総括表

1 ●
東京消防庁警防
部警防課

決定区分 （根拠規定）条例７条



4 R4.4.1 R4.4.5
〇（東京都武蔵野市〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点
検結果報告書（令和３年９月６日３武予（報）第５８５号）

19 ●
東京消防庁予防
部査察課

5 R4.3.25 R4.4.6

〇（東京都港区〇丁目〇番〇号）に入居する各テナントに係る次の公文書
〇の防火管理者選任（解任）届出書（令和２年３月１９日３１麻予（防）第１７６
４号）、消防計画作成（変更）届出書のかがみ（令和２年８月１１日２麻予（防）
第５３１号）、〇の消防計画作成（変更）届出書のかがみ（令和２年３月１０日３
１麻飯（防）第１９９号）、〇の防火管理者選任（解任）届出書（令和２年３月２
５日３１麻予（防）第１７８４号）、〇の防火管理者選任（解任）届出書（令和２
年４月９日２麻飯（防）第７号）、消防計画作成（変更）届出書のかがみ（令和２
年８月１１日２麻飯（防）第４７号）

6 ●
東京消防庁予防
部防火管理課

6 R4.3.25 R4.4.6
〇（東京都港区〇丁目〇番〇号）に入居する各テナントに係る次の公文書
〇の防火管理者選任（解任）届出書（令和２年３月１０日３１麻飯（防）第１９８
号）

1 ● ●

（３号）法人情報のうち電話番号及びファ
クシミリ番号の情報は、公にされておら
ず、公にすることにより当該団体等の事業
運営上の地位を損なわれると認められるた
め

東京消防庁予防
部防火管理課

7 R4.3.25 R4.4.6
〇（東京都港区〇丁目〇番〇号）に入居する各テナントに係る次の公文書
〇の防火管理者選任（解任）届出書、消防計画作成（変更）届出書のかがみ、〇の
消防計画作成（変更）届出書のかがみ

0 ●
請求のあった公文書については、届出され
た事実がなく、存在しない。

東京消防庁予防
部防火管理課

8 R4.3.30 R4.4.6

〇（練馬区〇－〇－〇）に係る
１ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和元年１１月２５日第３９
８号）のかがみ
２　工事整備対象設備等着工届出書（令和元年１０月７日第１８３号）のかがみ

2 ●
東京消防庁予防
部予防課



9 R4.4.4 R4.4.7
〇（新宿区〇－〇－〇）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平
成１８年５月２４日第３５号）の平面図

4 ●
東京消防庁予防
部予防課

10 R4.4.4 R4.4.8
〇（東京都杉並区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和４年３月２２日３杉井（報）第２３５号）

9 ●
東京消防庁予防
部査察課

11 R4.3.25 R4.4.8

〇（港区〇－〇－〇）に係る
１　〇
　防火対象物使用開始届出書（令和元年１０月３日麻予第３４７号）のかがみ
２　〇
　　防火対象物使用開始届出書（令和３年１月２８日麻予第４６８号）のかがみ
３　〇
　防火対象物使用開始届出書（令和元年８月２２日麻予第２７７号）のかがみ
４　〇
　防火対象物使用開始届出書（令和元年１０月７日麻予第３５４号）のかがみ
５　〇
防火対象物使用開始届出書（令和元年１０月２４日麻予第３９４号）のかがみ

5 ●
東京消防庁予防
部予防課

12 R4.3.25 R4.4.8 〇（港区〇－〇－〇）〇に係る防火対象物使用開始届出書 ●
当該文書は、届出の事実がなく、存在しな
い。

東京消防庁予防
部予防課

13 R4.4.6 R4.4.12
〇(新宿区〇－〇）に係る工事整備対象設備等着工届出書(平成２２年５月２１日第
５６号）のかがみ及び仕様書

7 ●
東京消防庁予防
部予防課



14 R4.4.8 R4.4.14

〇（東京都豊島区〇丁目〇番〇号）の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果
報告書（平成３１年４月９日３１池予（報）第５５号）のうち以下の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（別記様式第１）
⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（別記様式第２）

2 ●
東京消防庁予防
部査察課

15 R4.4.11 R4.4.14

〇（渋谷区〇－〇）に係る
１　防火対象物使用開始届出書（平成３０年５月２５日第３５１号）
２　防火対象物使用開始届出書（平成３０年５月２５日第３５２号）

43 ●
東京消防庁予防
部予防課

16 R4.4.11 R4.4.15
　東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警
防部長依命通達）別記様式第３８号指揮活動表

2 ●
東京消防庁警防
部警防課

17 R4.4.5 R4.4.15

１　〇（東京都千代田区〇丁目〇番〇号）係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書（令和３年１月２１日２神予（報）第１６７４号）のうち、次の公
文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（別記様式第１）
⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（別記様式第２）
⑶　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表（別記様式第３）
２　〇（東京都千代田区〇丁目〇番〇号）係る消防用設備等（特殊消防用設備等）
点検結果報告書（令和４年２月１７日３神予（報）第１８４４号）のうち、次の公
文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（別記様式第１）
⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（別記様式第２）
⑶　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検者一覧表（別記様式第３）

9 ●
東京消防庁予防
部査察課



18 R4.4.5 R4.4.15
〇（千代田区〇－〇－〇）に係る〇部分の最新の点検状況がわかる消防用設備等
（特殊消防用設備等）点検結果報告書（かがみ、総括表及び、点検者一覧表）

●
当該公文書は３年保存の公文書であるた
め、廃棄済みであり、現在は存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

19 R4.4.11 R4.4.15

〇（渋谷区〇－〇－〇）に係る
１　工事整備対象設備等着工届出書（令和３年８月２７日第６０９号）のかがみ
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書（非常警報設備）（令和３
年８月２７日第６１０号）のかがみ
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書（誘導灯）（令和３年８月
２７日第６１０号）のかがみ

3 ●
東京消防庁予防
部予防課

20 R4.4.7 R4.4.18
〇（品川区〇－〇－〇）に係る最新の消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果
報告書（個人情報及び印影を除く）

●
当該公文書は１年保存の公文書であるた
め、廃棄済みであり、現在は存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

21 R4.4.8 R4.4.18
〇（渋谷区〇－〇－〇）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平
成１７年１２月１５日第１３００－４号）

34 ● ● ●

試験実施者氏名、住所及び消防設備士氏名
等は、個人に関する情報で特定の個人を識
別することができるため、東京都情報公開
条例（平成１１年東京都条例第５号。以下
「条例」という。）第７条第２号に該当す
る。
住宅及び共同住宅の共用部は、公にするこ
とにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯
罪の実行を容易にするなど、居住者の安全
を脅かすおそれがあると認められるため、
条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課



22 R4.4.8 R4.4.18
〇（品川区〇－〇－〇）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和６２年
５月３０日第６４号）の１階の平面図及び立面図

6 ● ● ●

住宅の部分は、特定の個人を識別すること
はできないが、公にすることにより、なお
個人の権利利益を害するおそれがあるた
め、条例第７条第２号に該当する。
住宅及び共同住宅の共用部は、公にするこ
とにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯
罪の実行を容易にするなど、居住者の安全
を脅かすおそれがあると認められるため、
条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課

23 R4.4.19 R4.4.20 令和４年度水利施設等工事で使用する単価の決定について決定した表 7 ●
東京消防庁防災
部水利課

24 R4.4.15 R4.4.21
〇（東京都江戸川区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点
検結果報告書（令和２年１０月３０日２葛予（報）第１１１４号）

11 ● ● ●

(7条2項）氏名等の情報は、特定の個人を
識別することができるものであるため。
（7条4項）印影等の情報は、偽造等の犯罪
に悪用されるおそれがあるため。

東京消防庁予防
部査察課

25 R4.4.15 R4.4.21
〇（東京都港区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書（令和３年１１月２２日３芝予（報）第１６０１号）

22 ●
東京消防庁予防
部査察課



26 R4.3.17 R4.4.22

火災調査書類（令和３年７月２８日２成千（調）第１７号）のうち、以下の書類
１　火災調査書（別記様式第１５号及び別記様式第１５号の２）
２　出火原因判定書（別記様式第１６号及び別記様式第２６号）
３　火災出場時における見分調書（別記様式第１７号）【世田谷消防署上北沢出張
所作成】
４　火災出場時における見分調書（別記様式第１７号及び別記様式第２６号）【成
城消防署作成】
５　現場見分調書（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）
６　質問調書（別記様式第１９号及び別記様式第２６号）【令和３年３月１７日作
成】
７　質問調書（別記様式第１９号及び別記様式第２６号）【令和３年４月１７日作
成】
８　質問調書（別記様式第１９号及び別記様式第２６号）【令和３年７月１３日作
成】
９　出火建物・避難状況等調書（別記様式第２１号及び別記様式第２６号）
１０　建物・収容物損害調査書（別記様式第２３号）
１１　死傷者調査書（別記様式第２５号及び別記様式第２５号の２）

81 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため。
（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

東京消防庁予防
部調査課

27 R4.4.18 R4.4.25
〇（〇）（千代田区〇－〇－〇）に係る消防用設備等着工届出書（平成９年１０月
７日第５１５号）の平面図、断面図、系統図、二酸化炭素ボンベ室平面図、及び矢
視図

8 ●
東京消防庁予防
部予防課

28 R4.4.19 R4.4.25
〇（港区〇－〇－〇）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和４７年４
月２６日収第９９号）

19 ●
東京消防庁予防
部予防課

29 R4.4.19 R4.4.27

１ 〇（江戸川区〇－〇－〇）に係る防火対象物使用開始届出書（平成２７年５月
２７日第３１号）
２ 〇（江戸川区〇－〇－〇）に係る防火対象物使用開始届出書（平成２７年５月
２７日第３２号）

29 ● ● ●

 設計者及び副本受領者氏名等は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため、条例第７条第２号に該当す
る。
 届出者及び設計者・審査者の印影は、公
にすることにより、偽造等の犯罪に悪用さ
れるおそれがあるため、条例第７条第４号
に該当する。

東京消防庁予防
部予防課



30 R4.4.13 R4.4.27
〇（三鷹市〇－〇－〇）に係る消防用設備等着工届出書（平成元年８月４日第８８
号）の圧力損失計算書、圧力損失計算用アイソメ図、系統図及び配管図

10 ●

 系統図の一部及び共同住宅の共用部は、
公にすることにより、建物内部への侵入や
窃盗等の犯罪の実行を容易にするなど、居
住者の安全を脅かすおそれがあると認めら
れるため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課

31 R4.4.21 R4.4.27

〇（町田市〇－〇－〇）に係る
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和３年６月１１日第１２６
号）のかがみ
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和３年６月１１日第１２７
号）のかがみ
３　防火対象物使用開始届出書（令和３年６月７日第５４号）のかがみ

3 ●
東京消防庁予防
部予防課

32 R2.4.19 R2.4.27 救急活動基準 423 ●
東京消防庁救急
部救急指導課

33 R4.4.20 R4.4.28
〇（目黒区〇－〇－〇）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（平成２年１
０月２２日（設）第５３１３号）のうち、かがみ及び案内図

2 ●
東京消防庁予防
部予防課


